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⻭科初診料・⻭科再診料と付随する項⽬等について
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★新設項⽬を含めた想定される算定パターン★（例）

【経過措置】 電⼦処⽅箋令和7年3⽉31⽇、電カル情報共有9⽉30⽇
院内掲⽰のWEB掲載 5⽉31⽇、マイナ保険証実績 令和6年10⽉1⽇から

※⻭科においては当座のところ、オンライン資格確認、オンライン請求を実施していれば届出可能

標準的な感染防⽌対策を⽇常的に講じることが必要であること、
医療機関の職員や⻭科技⼯所で従事する者の賃上げを実施すること等の観点から、引き上げる

3⽉に1回限り

令和4年度

1 ⻭科初診料 264点

令和6年度
1 ⻭科初診料 267点

令和4年度

1 ⻭科再診料 56点

令和6年度
1 ⻭科再診料 58点

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
初診時 10点 再診時 2点

医療情報取得加算（初診時）
1.マイナなし 3点 2.マイナあり 1点

医療情報取得加算（再診時）
3.マイナなし 2点 4.マイナあり 1点

医療DX推進体制整備加算
初診時 6点

初診時1回限り

くわえて！

さらに！！

もうひとこえ！！！

POINT!!

ベア料（Ⅰ）、医情、医DXすべてを算定すると、
初診時で最大22点、再診時でも最大で6点の増点



改定前

改定後

改定後

届出不要

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
＋4点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
＋2点

医療情報取得加算1 ＋3点

医療情報取得加算2 ＋1点
⼜は初診料

医療情報取得加算（旧 医療情報・システム基盤整備体制充実加算）について
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医情４

医療情報取得加算4 ＋1点
再診料 医情3

初診料

医療情報取得加算の算定例
8⽉⽬7⽉⽬6⽉⽬5⽉⽬4⽉⽬3⽉⽬2⽉⽬初診⽉
＋2点

or

＋1点××＋2点
or

＋1点××＋2点
or

＋1点

＋3点
or

＋1点

【初診時（⽉1回）】

【再診時（３⽉に1回）】

医療情報取得加算3 ＋2点

⼜は

⼜は

医情２

医情１

要 施設基準

POINT!!

オン資及び質の高い診療実施のための十分な情報取得に
係る旨を院内掲示し、WEBサイトへの掲載も必要です

（ただし、Ｒ07.5月末までは経過措置あり）



施設基準
(１) 電⼦情報処理組織を使⽤した診療報酬請求を⾏っていること。
(２) オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(３) オンライン資格確認等システムの活⽤により、患者の薬剤情報、特定健診

情報等を診察室等において、医師等が閲覧及び活⽤できる体制を有して
いること。

(４) 電⼦処⽅箋により処⽅箋を発⾏できる体制を有していること。
(５) 電⼦カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活⽤する

体制を有していること。
(６) マイナ保険証の利⽤率が⼀定割合以上であること。
(７) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための

⼗分な情報を取得・活⽤し
て診療を⾏うことについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰して
いること。

(８) （７）の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
⾃ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない
こと。
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オンライン資格確認による情報取得をはじめ、電⼦処⽅箋及び電⼦カルテ情
報共有サービスを導⼊し、質の⾼い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を確保している場合の評価。（在宅医療DX情報活⽤加算との同⽉内併
算定は不可）

経過措置
（１）令和７年３⽉ 31 ⽇までの間に限り、（４）の基準に該当するものとみなす。
（２）令和７年９⽉ 30 ⽇までの間に限り、（５）の基準に該当するものとみなす。
（３）（６）の基準については、令和６年 10 ⽉１⽇から適⽤する。
（４）令和７年５⽉ 31 ⽇までの間に限り、（８）の基準に該当するものとみなす。

医療DX推進体制整備加算について

R06.6現在、歯科においてはオン資、オン請求を
実施していれば医DXの届出が可能です

POINT!!



様式1の6

5

オン請求

オン資

診療室で情報取得
できる体制が必要

要 院内掲⽰

記⼊不要１

記⼊不要２

記⼊不要３

記⼊不要４

記載不要１ 経過措置期間（R07.3.31）までは、未定または空欄
記載不要２ R07.10.1以降に届出を⾏う場合は記載必要
記載不要３ R06.10.1以降に届出を⾏う場合は記載必要
記載不要４ Webへの掲載 経過措置︓〜R07.5⽉末

医療DX推進体制整備加算 届出様式の記⼊⽅法

施設基準の届出は、上記4か所をチェックするだけ
なので、本当に簡単です!!

POINT!!



外安全の施設基準には医療安全の要素が、
外感染の施設基準には感染対策の要素が含まれている

医療安全に関する事項
・偶発症に対する緊急時の対応、医療事故
対策等の 医療安全対策に係る研修を
修了した常勤の⻭科医師を1名以上配置

・患者にとって安⼼で安全な⻭科医療環境
の提供を⾏うにつき次の⼗分な装置・器具
等を有し、⾃動体外式除細動器(AED)
を保有していることがわかる院内掲⽰

・診療における偶発症等緊急時に円滑な対
応ができるよう、別の保険医療機関との
事前の連携体制を確保

・⾒やすい場所に、⻭科診療に係る医療安
全管理対策を実施している旨の院内掲⽰

・⻭科外来診療において発⽣した医療事故、
インシデント等を報告・分析し、その改善を
実施する体制を整備

感染対策に関する事項

・⻭科点数表の初診料の注１に係る施設
基準の届出

・⻭科⽤吸引装置等により、⻭科ユニット毎
に⻭⽛の切削時等に⾶散する細かな物質
を吸収できる環境を確保

外来環から外安全、外感染への体制変更について

外安全 外感染

旧 外来環には歯科衛生士の配置が必須でしたが、
外感染1ではその要件は撤廃されています
外安全には医療安全管理者を、外感染には院内感染
管理者を配置することが要件とされました

POINT!!



⻭科外来診療環境体制加算
⻭科外来診療医療安全対策加算1・2 ※2は病院向け
⻭科外来診療感染対策加算1・2、3・4 ※3・4は病院向け
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外来環から外安全、外感染への体制変更について

外安全

外感染

外来環 から 外安全1への移⾏
①早急の届出直しは不要（R07.6以降も算定予定の場合にはそれまで
に届出直し）

②医療安全管理者の配置（⻭科医師、衛⽣⼠以外の職種でも可）
③医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を
整備

外来環 から 外感染1への移⾏
①早急の届出直しは不要
（R07.6以降も算定予定の場合にはそれまでに届出直し）
②施設基準を満たすための研修受講は不要
③院内感染管理者の配置（⻭科医師、衛⽣⼠以外の職種でも可）

外来環 から 外感染2への移⾏
①早急の届出が必要。届出後、経過措置期間に移⾏
②施設基準を満たすための研修受講は必要（年に1回）
③院内感染管理者の配置（⻭科医師、衛⽣⼠以外の職種でも可）
④新型インフルエンザ等感染症等の患者、またはその疑似患者に対して診
療受け⼊れが可能な体制の整備

⑤新型インフルエンザ等感染症等に係る医科医療機関との連携体制の
整備

⑥新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画（BCP）の策定

※外来環で研修受講済の場合、再受講は不要です

POINT!!

外安全を新規に取得する場合については、
巻末をご確認ください。



【初診時】
（旧）⻭科外来診療環境体制加算 23点
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外来環から外安全、外感染への体制変更について（点数編）

（新）⻭科外来診療医療安全対策加算1 12点
⻭科外来診療感染対策加算1 12点
⻭科外来診療感染対策加算2 14点

【再診時】
（旧）⻭科外来診療環境体制加算 3点

（新）⻭科外来診療医療安全対策加算1 2点
⻭科外来診療感染対策加算1 2点
⻭科外来診療感染対策加算2 4点

★新設項⽬を含めた想定される算定パターン★（例）
※1ページ参照

24点

4点

【初診時】
初診料増点分+ベア料(Ⅰ)＋医情１＋医DX＝＋22点(最⼤)
さらに、外感染１(12点) 新規算定すると＝＋34点

外安全１(12点)と外感染１ (12点)＝＋46点

【再診時】
再診料増点分+ベア料(Ⅰ)＋医情３＝＋６点(最⼤)
さらに、外感染１(2点) 新規算定すると＝＋８点

外安全１(2点)と外感染１ (2点) ＝＋10点

すべての項目を算定するとかなりの増点になります
みなさん、ガンバって届出➤算定しましょう

POINT!!



⻭科医師⼜は⻭科衛⽣⼠以外の
研修受講の情報を記⼊・院内研修でOK

院内感染防⽌対策に係る院内研修⽤テキスト
⻭初診1、E-システムの応⽤でOK

フリーアーム・アルテオS等 １

⻭科医師・⻭科衛⽣⼠
以外でもOK

様式４ 外安全1、外感染1、2における項⽬ごとの様式記⼊場所
※外感染１は、１、２、３、９、１０のみに必要事項を記⼊する

外感染1の届出様式の記⼊について

外感染1はたった5項目の記入のみでOKなので、
本当に簡単です!!

POINT!!



改定後

改定前

1 ⻭科初診料 267点
2 地域⻭科診療⽀援病院
⻭科初診料 291点

初診時⻭科診療導⼊加算 ＋250点
⻭科診療特別対応加算 ＋175点

1 ⻭科初診料 264点
2 地域⻭科診療⽀援病院
⻭科初診料 288点

⻭科診療特別対応加算1 ＋175点
⻭科診療特別対応加算2 ＋250点
⻭科診療特別対応加算3 ＋500点

1時間を超えた場合は、30分⼜はその端数を増すごとに ＋100点

特１＋175点

特２＋250点 は に加えて、

は 従来の「特」

従来の「特導」
感染症の患者
を個室等で診
療を⾏った場合

特３＋500点 は の患者に
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症

感染対策を実施した
上で診療を⾏った場合

特導

特

新設

⻭科診療特別対応加算は⻭科独⾃の評価

初診

病初診

特１
特２
特３

インフルエンザ
⾵しん
流⾏性⽿下腺炎
新型コロナウイル
ス

等の

⼈⼯呼吸器、気管切開、強度⾏動障害、感染症の患者追加

特・特導の名称変更と
新興感染症対策

+3点

改定後

1 ⻭科再診料 58点
2 地域⻭科診療⽀援病院
⻭科再診料 75点

⻭科診療特別対応加算1 ＋175点
⻭科診療特別対応加算2 ＋250点
⻭科診療特別対応加算3 ＋500点

新設再診

病再診

特１
特２
特３

改定前

⻭科診療特別対応加算 ＋175点1 ⻭科再診料 56点
2 地域⻭科診療⽀援病院
⻭科再診料 73点

特

⻭科診療特別対応加算は⻭科独⾃の評価
+２点

再診料にも加算可能に

特・特導の名称変更と
新興感染症対策

新設

⻭科初診料、⻭科再診料における特別対応加算の体系変更



かかりつけ⻭科医機能強化型⻭科診療所（か強診）
(4) ⻭科訪問診療料の算定⼜は 在宅療養⽀援

⻭科診療所１若しく は 在宅療養⽀援⻭科
診療所２との連携の実績があること。

⼩児⼝腔機能管理料の注３に規定する
⼝腔管理体制強化（⼝管強）加算

（4）⼝腔機能管理に関する実績があること。

（5）次のいずれかに該当すること。

ハ 在宅⻭科医療に係る連携体制が確保されていること。

名称
変更
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⼩児⼝腔機能に係る研修要件追加

※Eシステムにおける研修動画を新規追加

【経過措置】
令和6年3⽉31⽇において現にかかりつけ⻭科医機能強化型⻭科診療所に
係る届出を⾏っている保険医療機関については、令和7年5⽉31⽇までの間
に限り、（4）に該当するものとみなす。

イ ⻭科訪問診療料を算定していること。

ロ 在宅療養⽀援⻭科診療所１、在宅療養⽀援⻭
科診療所２⼜は在宅療養⽀援⻭科病院との連
携の実績があること。

か強診から⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）への体系変更

要件
緩和

訪問診療の実績から連携体制の確保と要件が緩和
されているので、積極的に届出しましょう

POINT!!



⼝腔管理体制強化（⼝管強）加算
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⼩機能・⼝機能の体系変更
⼩児⼝腔機能管理料 100点 60点 （-40点）
⼝腔機能管理料 100点 60点 （-40点）

⻭科⼝腔リハビリテーション料３の新設（１⼝腔につき）（※）
（新）１ ⼝腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合

50点 （⽉2回に限り）
（新）２ ⼝腔機能の低下を来している患者の場合

50点 （⽉2回に限り）

⻭リハ３(1)

⻭リハ３(2)

改定前
⼩児⼝腔機能管理料 100点
（⽉１回）

改定後
⼩児⼝腔機能管理料 60点 （⽉1回）
or
⼝腔機能管理料 60点 （⽉1回）

+
⻭科⼝腔リハビリテーション料３ 50点

（⽉2回に限り）
合計 60点＋50点or100点

＝110点or160点

⼩児⼝唇閉鎖⼒検査100点 ⾆圧検査140点

⼩機能の診断に、⾆圧検査が加わった

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）でない⻭科医療機関

⼝管強について

改定前
⼝腔機能管理料 100点（⽉１回）

or
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改定前

⼩児⼝腔機能管理料 100点（⽉１回）

R06より

改定後
⼩児⼝腔機能管理料 60点（⽉1回）
or
⼝腔機能管理料 60点（⽉1回）
⻭科⼝腔リハビリテーション料３ 50点（⽉2回に限り）
⼝腔管理体制強化加算 50点

160 or 210点

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強） 50点

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）の⻭科医療機関の場合

⾆接触補助床（PAP）
新たに製作した場合2,500点 旧義⻭を⽤いた場合1,000点
に⼝腔機能低下症等の患者で発⾳・構⾳障害を有するものを追加

ライフステージに応じた⼝腔機能管理の推進（⼩機能、⼝機能）

改定前
⼝腔機能管理料 100点（⽉１回）

or

① 口管強の医療機関は大幅な増点
② 各ライフステージにおける管理が重要

POINT!!
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算定パターンの⼀例
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算定パターンの⼀例



※⾆接触補助床を装着した患者に対する⾆圧検査を評価する

注１ ⾆圧測定を⾏った場合は、3⽉に1回に限り算定する

⾆圧検査 （1回につき） 140点 （3⽉に1回）
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注２ 注１の規定にかかわらず、⾆接触補助床⼜は顎補綴を装着す
る患者若しくは広範囲顎⾻⽀持型装置埋⼊⼿術の対象となる
患者に対して、⾆圧測定を⾏った場合は、⽉に2回に限り算定

＜Ⅾ012 ⾆圧検査の告⽰＞

注3 ⼝腔機能発達不全⼜は⼝腔機能低下を来している患者に対して、主治
の⻭科医師の指⽰を受けた⻭科衛⽣⼠が実地指導と併せて⼝腔機能に
係る指導を⾏った場合、 ⼝腔機能指導加算 10点を加算
⽂書に当該指導の内容を記載・提供は3⽉に1回 6⽉に1回へ変更
主治の⻭科医師は、⻭科衛⽣⼠に⾏った⼝腔機能に係る指⽰
内容等の要点を診療録に記載
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⼝腔機能指導加算 ＋10点

⻭科衛⽣実地指導料
1 ⻭科衛⽣実地指導料1 80点
2 ⻭科衛⽣実地指導料2 100点

病名︓⼝腔機能発達不全症・⼝腔機能低下症・⼝腔機能管理中

⾆圧検査

⻭科衛⽣実施指導料の要件変更（⼝腔機能指導加算の新設）

⼝腔機能の発達不全が疑われる患者に対しても算定可

口腔機能の発達不全又は口腔機能低下について、
歯科医師は歯リハ3、歯科衛生士は口腔機能指
導加算で指導内容に応じた増点を図れます

POINT!!
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（新） 根⾯う蝕管理料 30点 ⽉1回限り
（新） エナメル質初期う蝕管理料 30点 ⽉1回限り

改定前
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根⾯う蝕に罹患している
患者の場合 110点

3 エナメル質初期う蝕に罹患している
患者の場合 130点

改定後

1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根⾯う蝕に罹患している
患者の場合 80点

3 エナメル質初期う蝕に罹患している
患者の場合 100点

I031 フッ化物⻭⾯塗布処置（1⼝腔につき）

根⾯う蝕管理料
・⻭科疾患管理料、⻭科特定疾患療養管理料を算定した患者（65歳以上
のものに限る。）
⻭科訪問診療料の算定患者で、初期の根⾯う蝕に罹患しているものが対象
当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成しその内容について説明を⾏い、⾮
切削による当該う蝕の管理を⾏う場合に、⽉1回に限り算定可能。

・同⽇にフッ化物⻭⾯塗布または機械的⻭⾯清掃処置を⾏った場合は、それ
ぞれ別途算定可能。
・患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載

根C管

Ce管

⼝管強加算とう蝕の重症化予防の関係性

口管強の医療機関では、毎月48点の加算を算定
できるので、改定前よりも増点です

POINT!!



改定後
根⾯う蝕F局 80点（3⽉1回）
根⾯う蝕管理料 30点
⻭清 72点
⼝管強加算 48点（各⽉1回）

【⼝管強】(230→150→150→230)
1ヶ⽉ ２ ３ ４
＋48 ＋150 ＋78 ＋120

改定前

根⾯う蝕 F局 110点 （3⽉1回）
⻭清 72点 （2⽉1回）

（182→０→72→110）
1ヶ⽉ 2   3     4

改定後

根⾯う蝕F局 80点（3⽉1回）
根⾯う蝕管理料 30点（各⽉1回）
⻭清 72点（2⽉1回）

(182→30→102→110)
1ヶ⽉ 2   3      4

＋30 ＋30
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改定前

根⾯う蝕 F局 110点 （3⽉1回）
⻭清 72点 （2⽉1回）

（182→０→72→110）
1ヶ⽉ 2   3     4

ライフステージに応じた⼝腔機能管理の推進（根C管）

⻭清は、⼝管強を算定する患者であって、特に⻭清72点が必要と
認められる患者は毎⽉算定可（多剤服⽤患者、唾液分泌量の低
下が認められるもの）

65歳以上または訪問診療の患者さんに対する
初期の根面う蝕の管理は、重症化予防のために
必須です

POINT!!

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）の⻭科医療機関の場合

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）以外の⻭科医療機関の場合



改定前
【か強診】 （廃⽌）
エナメル質初期う蝕

管理加算 260点
（⽉1回）

改定前
エナメル質初期う蝕

F局 130点 （3⽉1回）
⻭清 72点 （2⽉1回）

（202→０→72→130）
1ヶ⽉ 2   3     4

改定後

【⼝管強】 250点 （－10点）
初期う蝕F局 100点
エナメル質初期管理料 30点
⻭清 72点
⼝管強加算 48点（各⽉1回）

改定後

初期う蝕F局 100点（3⽉1回）
エナメル質初管理料 30点（各⽉1回）
⻭清 72点（2⽉1回）

(202→30→102→130)
1ヶ⽉ 2   3      4
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ライフステージに応じた⼝腔機能管理の推進（Ce管）

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）以外の⻭科医療機関の場合

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）の⻭科医療機関の場合

根C管は毎⽉算定可能

根C管、Ce管は病態が異なるため、同時算定は認めれるものと考える

口管強以外の医療機関、口管強の医療機関ともに
根面う蝕管理料・エナメル初期う蝕管理症は、毎
月算定可能です。
う蝕管理を行うことにより、増点が可能です。

POINT!!
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算定パターンの⼀例



⻭科技⼯⼠連携加算１ 50点

ブリッジ（６⻭以上）⼜は有床義⻭（多数⻭⽋
損、総義⻭）の咬合採得を⾏うに当たって、⻭科
技⼯⼠とともに対⾯で咬合状態の確認等を⾏い、
当該補綴物の製作に活⽤した場合

・ブリッジ⼜有床義⻭の咬合採得を⾏うに当たって、⻭科医
師が⻭科技⼯⼠とともに情報通信機器を⽤いて咬合状態
の確認等を⾏い、当該補綴物の製作に活⽤した場合
・⻭科技⼯⼠連携加算1及び⻭科技⼯⼠連携加算2は
別に算定不可

◆M006咬合採得 ⻭科技⼯⼠連携加算1・２

⻭科技⼯⼠連携加算２ 70点

情報通信機器の運⽤に要する費⽤は、療養の給付
と直接関係ないサービス等の費⽤として別途徴収

◆M007 仮床試適 ⻭科技⼯⼠連携加算1・２
⻭科技⼯⼠連携加算１ 50点

⻭科技⼯⼠連携加算２ 70点

有床義⻭（多数⻭⽋損、総義⻭）の仮床試適
を⾏うに当たって、⻭科技⼯⼠とともに対⾯で義⻭
の辺縁形態や⼈⼯⻭の配列位置咬合関係の確
認等を⾏い、当該補綴物の製作に活⽤した場合

・有床義⻭（多数⻭⽋損、総義⻭）の仮床試適を⾏うに
当たって、⻭科医師が⻭科技⼯⼠とともに情報通信機器
を⽤いて義⻭の辺縁形態や⼈⼯⻭の配列位置咬合関係
の確認等を⾏い、 当該補綴物の製作に活⽤した場合
・⻭科技⼯⼠連携加算1及び⻭科技⼯⼠連携加算2は
別に算定不可
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⻭技連１

⻭技連２

⻭技連１

⻭技連２

◆M003 印象採得 ⻭科技⼯⼠連携加算1・２

レジン前装⾦属冠、 レジン前装チタン冠⼜は
CAD/CAM冠の前⻭部の印象採得を⾏うに当たって、
⻭科医師が⻭科技⼯⼠とともに対⾯で⾊調採得及
び⼝腔内の確認等を⾏い、当該補綴物の製作に活
⽤した場合

⻭科技⼯⼠連携加算1 50点

⻭科技⼯⼠連携加算２ 70点
レジン前装⾦属冠、レジン前装チタン冠⼜は
CAD/CAM冠の前⻭部の印象採得を⾏うに当たって、
⻭科医師が⻭科技⼯⼠とともに情報通信機器を⽤い
て⾊調採得及び⼝腔内の確認等を⾏い、当該補綴
物の製作に活⽤した場合

⻭技連１

⻭技連２

・⻭科医師が⻭科技⼯⼠とともに対⾯で⼝腔内の確
認等を⾏い、当該修復物の製作に活⽤した場合には、
光学印象⻭科技⼯⼠連携加算として、50点を加算
・同時に2以上のCAD/CAMインレーの製作を⽬的と
した光学印象を⾏った場合であっても、光学印象⻭科
技⼯⼠連携加算は1回として算定

◆M003-4 光学印象⻭科技⼯⼠連携加算 50点
光技連

⻭科技⼯⼠

リアルタイム

デンタル
ラボ

⻭科医師

施設基準
(1) 当該療養を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を⾏うにつき⼗分な機器及び設備を有していること⼜
は⼗分な機器を有している⻭科技⼯所との連携が確保されているこ
と。

◆M003-4 光学印象 （１⻭につき）100点

デジタル印象採得装置を⽤いて、 CAD/CAMインレー
の印象採得及び咬合採得を⾏った場合に算定
印象採得、咬合印象及び咬合採得は別に算定不可

⼝腔内スキャナー

光 imp

同時に2以上の補綴物の製作を⽬的とした印象採
得を⾏った場合であっても、⻭科技⼯⼠連携加算
は1回として算定

（光学印象）⻭科技⼯⼠連携加算等について

印象採得、咬合採得、仮床試適におけるそれぞれの連携
加算は、当該補綴物につき1項目のみの算定です

POINT!!



診療情報提供料(Ⅰ) 250点

改定後

1 診療情報等連携共有料1 120点

2 診療情報等連携共有料2 120点

改定前

診療情報等連携共有料 120点

(3⽉に1回)
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⽣活習慣病管理料（医科）の評価及び要件⾒直し名称と変更
⽣活習慣病管理料(Ⅰ)
追加要件︓⻭科医師、薬剤師、看護師、管理栄養⼠等の多職種と連携することを望ましい要件とす
るとともに、糖尿病患者に対して⻭科受診を推奨することを要件とする。

情共1:⽂書等で診療情報を求めた場合
服⽤薬の情報等 (3⽉に1回)

情共2:求めに応じて、⽂書で診療情報を提供した場合

厚
⽣
往
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

〇
△
医
院

BP製剤の内服情報等を⽂書で提供
服薬情報等提供料１

情Ⅰ

保育所⼜は学校等の学校⻭科医等に対して、診療状況を⽰す⽂書を添えて
必要な情報を提供した場合を追加

診療情報等連携共有料1・2 情供1 情供2

診療情報提供料（Ⅰ）

診療情報等連携共有料1・2

保険医療機関との連携

保険医療機関との連携

保険薬局との連携

【情共1・2連携のイメージ】

情共1において連携先に保険薬局が追加になりました
地域包括ケアシステム構築の推進役に

POINT!!



⽂書による依頼が必要
23

回復期病棟等に⼊院する患者の⼝腔機能管理計画を⻭科医師が
⾏う場合の評価の新設 300点

回復期リハビリテーション病棟等に⼊院する患者の⼝腔機能管理を
⻭科医師が⾏う場合の評価を新設 200点

回復期病棟等とは、療養病棟⼊院基本料、回復期リハビリテーション
病棟⼊院料、地域包括ケア病棟⼊院料を算定する患者

地域⻭科診療⽀援病院⻭科初診料の施設基準について、回復期等⼝
腔機能計画策定料⼜は管理料の実績(⽉平均10⼈以上)を選択可能
な要件として追加。

回復期等⼝腔機能管理計画策定料を算定した⽇の属する⽉から⽉1回
に限り算定

（新） 回復期等専⾨的⼝腔衛⽣処置 100点
回復期病棟等⼊院する患者の⼝腔機能管理が新設
⽉2回まで算定可

う蝕、⻭周病等の診断名がない場合は、病名「回復期⼝腔機能管理中」
で算定

回復期等⼝腔機能管理計画策定料

回復期等⼝腔機能管理料

郡市町で積極的な病診連携を行いましょう

POINT!!



訪問診療1は時間要件の撤廃、
2、3は⼈数要件の変更・ 4、5は新設

訪問診療3訪問診療2訪問診療1
改定前

10⼈以上2〜9⼈1⼈のみ
185点361点1,100点20分以上
111点253点880点20分未満

訪問診療5訪問診療4訪問診療3訪問診療
2

訪問診療1
改定後

20⼈以上10⼈〜19⼈4⼈〜9⼈3⼈以下1⼈のみ

95点160点310点410点時間に
かかわらず

1,100点

20分以上

57点96点217点287点20分未満

訪問2及び3については、患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中⽌した場合は、
20分以上の点数で算定可能

改定前
1 単⼀建物診療患者が1⼈の場合

360点
2 単⼀建物診療患者が2⼈以上
9⼈以下の場合 328点

3 1及び2以外の場合 300点

改定後
1 単⼀建物診療患者が1⼈の場合

362点

2単⼀建物診療患者が2⼈以上
9⼈以下の場合 326点

3 1及び2以外の場合 295点

複数名訪問⻭科衛⽣
指導加算 ＋150点

新設

複訪

訪衛指１・２・３
C001 訪問⻭科衛⽣指導料

⻭科訪問診療料の体系変更

新設変更 変更変更

・緩和ケアの場合は月8回まで可能（居宅療養管理指導料は6回まで）
・訪問診療の算定がない日に、複数スタッフで居宅に限る訪衛指を行った
場合に、複数名訪問歯科衛生指導加算+150点が算定可能

POINT!!



通則（告⽰）
７ 120点以上の処置⼜は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当
たって、表⾯⿇酔、浸潤⿇酔⼜は簡単な伝達⿇酔を⾏った場合の費⽤を
含む。ただし区分番号I004-1に掲げる⽣活⻭髄切断⼜は区分番号I00
5に掲げる抜髄を⾏う場合の当該⿇酔に当たって使⽤した薬剤の薬価は、
別に厚⽣労働⼤⾂の定めるところにより算定できる。

通則（通知）
4 薬剤料、特定薬剤料⼜は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使
⽤した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位はこだわらない。

カートリッジ1本 OA２％キシロカインCT1.8ml＝10点
カートリッジ2本 OA２％キシロカインCT3.6ml＝18点

改定前

1 局部義⻭（１床につき）
イ １⻭から４⻭まで 594点
ロ ５⻭から８⻭まで 732点
ハ ９⻭から11⻭まで 972点
ニ 12⻭から14⻭まで 1,402点
2 総義⻭（１顎につき） 2,184点

改定後

1 局部義⻭（１床につき）
イ １⻭から４⻭まで 624点
ロ ５⻭から８⻭まで 767点
ハ ９⻭から11⻭まで 1,042点
ニ12⻭から14⻭まで 1,502点
2 総義⻭（１顎につき） 2,420点

＋30点

＋100点
＋70点
＋35点

(1) 有床義⻭(熱可塑性樹脂有床義⻭を含む。)は、⻭の⽋損状況や製作する義⻭の形
態にかかわらず、⼈⼯⻭数に応じて算定する。

＋236点

処置 通則の告⽰及び通知の⾒直し

有床義⻭（レジン）は⼤幅な点数増に

技工物は、過去にない増点、
その他固有の技術料も増点されています

POINT!!

生活歯髄切断、抜髄時の麻酔薬剤は別途算定可能に

POINT!!



⼝腔内装置

１ ⼝腔内装置１ 1500点
２ ⼝腔内装置２ 800点
３ ⼝腔内装置３ 650点

OAｐ

⼝腔粘膜等の保護は従来からのチ「不随意運
動等による咬傷を繰り返す患者に対して、⼝
腔粘膜等の保護を⽬的としたOAp3を指す

1年以内

⽇常⽣活時の
外傷⻭の保護

のOAp2受
傷

運動時の
外傷⻭の保護

のOAp2

注 顎関節治療⽤装置、⻭ぎしりに対する⼝腔内装置、⼝腔粘膜等の保護のための⼝腔内装
置、外傷⻭の保護のための⼝腔内装置⼜はその他⼝腔内装置を製作した場合に当該製作
⽅法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

18歳未満の患者で、外傷⻭に係る受傷から1年以内であって、
暫間固定を⾏った患者に対し、当該外傷⻭の保護を⽬的に製作
する装置をいう

1年を超えた取り
扱いが今後の課題

⼝腔細菌定量分析装置

⼝腔バイオフィル
ム除去110点

⼝腔バイオフィルム
除去110点 スケーリング

⼝腔バイオフィルム除去処置 110点（⽉2回に限り）

⼝腔細菌定量分析装置
⼆回⽬の検査はなく
ても処置は算定可

バイオ除

・⼝腔細菌定量検査と⻭周病検査は同⽉算定不可
・⼝腔細菌定量検査と⻭周病検査は異⽉であれば、各々算定可能
・⼝腔バイオフィルム除去は、⼝菌検の結果⽉2回に限り算定可

⼝腔バイオフィルム
除去110点スケーリング 再スケーリング

SRP

⼝腔バイオフィルム除去の後、
⻭周治療は最初から算定可⼝腔細菌定量検査から⻭周病検査のケース

⻭周病検査から⼝腔細菌定量検査のケース

⼝腔細菌
定量検査

⼝腔細菌
定量検査

⼝腔細菌
定量検査
（50/100）

⼝腔細菌
定量検査
（50/100）

⻭周病検査

⻭周病検査

⻭周病検査
（50/100）

⻭周病検査
（50/100）

4/10

4/10 4/20

4/20 5/1

5/1 5/15

5/15

異⽉
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算定パターンの⼀例



メタルインレー

う蝕⻭インレー

修復形成 120点

連合印象 64点

咬合採得 18点

装着料 45点

接着材料１ 17点

264点

28

28CAD/CAMインレーと光学印象

CAD/CAMインレー 750点（1⻭につき）

CAD/CAMインレー（光学印象）

う蝕⻭インレー

修復形成 120点

除去 20点

CAD/CAMインレー

修復加算 150点

光学印象 100点

光学印象⻭科技⼯⼠

連携加算 50点

装着料 45点

内⾯処理加算 45点

接着材料１ 17点

547点

CAD/CAMインレー

う蝕⻭インレー

修復形成 120点

連合印象 64点

咬合採得 18点

装着料 45点

内⾯処理加算 45点

接着材料１ 17点

309点

CAD In

注1 CAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を⽤いて、印象
採得及び咬合採得を⾏った場合に算定する。

注2 印象採得、咬合印象咬合採得は別に算定できない。
注3 ⻭科技⼯⼠とともに対⾯で⼝腔内の確認等を⾏い、製作に活⽤した場合、光学印象

⻭科技⼯⼠連携加算として、50点を所定点数に加算。
ただし、同時に2以上の修復物の製作は1回。

28光学印象 100点（1⻭につき）

直接法により

(２) 光学印象により取得したデータの取扱いについては、厚⽣労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

注10 CAD／CAMインレーの窩洞形成による加算 150点（新設）

（新）除去20点+修形120点+CAD/CAMインレー窩洞形成加算150点+光学
印象100点+技⼯⼠連携加算50点+CAD/CAMインレー+装着材料料

（旧）修形120点+連合印象64点+BT18点+CAD/CAMインレー+装着材料料

① 修形の除去（20点）が算定可能に
② 一部接着セメントが17点から38点に増点

POINT!!
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算定パターンの⼀例



改定後

1 2以外の場合 1,200点
2 エンドクラウンの場合 1,450点

改定前

1 CAD/CAM冠 1,200点

30

エンドクラウンは、ポストを必要とせず、髄腔に保持⼒を求める補綴装置であり、
⼤⾅⻭6、7、8番の単冠での補綴処置が認められる

エンドクラウン

30

通知
(3) 「2 エンドクラウンの場合」は

CAD/CAM 冠⽤材料(Ⅲ)を⼤⾅⻭に使⽤する場合に算定する。

従来のクラウン

CAD/CAM冠の適⽤拡⼤

松⾵ブロック PEEKの保険導⼊

PEEKは、R05.12の中医協でC1区分にCAD/CAM冠⽤材料（Ⅴ）として
保険導⼊された

(技術料) 1,200点+（Ⅴの材料料）615点の 1,815点で算定

PEEKについては、色調や研磨等において課題等があるものの、適応範
囲は第一、第二、第三大臼歯に拡大しており、汎用性の高い材料です

POINT!!
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算定パターンの⼀例



第⼀⼤⾅⻭⼜は第⼆⼤⾅⻭にCAD/CAM冠⽤材料（Ⅲ）を使⽤する場合
（要件緩和）

改定前
1 前⻭ 1,174点
2 ⼩⾅⻭ 1,174点

改定後
1 前⻭
イ ブリッジの⽀台⻭の場合 1,174点
ロ イ以外の場合 1,170点

2 ⼩⾅⻭ 1,100点
通知
(1) レジン前装⾦属冠とは、全部鋳造⽅式で製作された⻭冠修復物の唇⾯⼜は頬⾯を硬質

レジンで前装したものをいい、前⻭⼜はブリッジの⽀台⻭となる⼩⾅⻭に限り認められる。
(3) ロ ブリッジの⽀台⻭として⼩⾅⻭の⻭冠形成を⾏った場合は、1⻭につき⽣活⻭はM001に

掲げる⻭冠形成の「1のイ ⾦属冠」並びにM001に掲げる⻭冠形成の「注1」及び「注3」の
加算点数を、失活⻭はM001に掲げる⻭冠形成の「2のイ ⾦属冠」並びにM001に掲げる
⻭冠形成の「注１」及び「注7」の加算点数を算定する。なお、⽀台築造を⾏った場合は、
M002に掲げる⽀台築造の「1間接法」⼜は「2 直接法」及び保険医療材料料を算定す
る。

レジン前装⾦属冠

Br支台歯となる第二小臼歯に前装MCの保険収載
生PZには340点、失PZには300点の加算が新設されました

POINT!!
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※ レントゲンは相談料と別に算定可

学校⻭科健診で不正咬合の疑いがあると判断され、⻭科医療機関を受診した患者
に対して、⻭科矯正治療の保険適⽤の可否を判断するために必要な検査・診断等
を⾏う場合について、新たな評価を⾏う。

⻭科矯正相談料算定⽇から3⽉以内は
X線撮影は不可

⻭科矯正相談料

1 ⻭科矯正相談料1 420点
（⻭科矯正診断料⼜は顎⼝腔機能診断料の施設基準がある医療機関）
2 ⻭科矯正相談料2 420点
（⻭科矯正診断料⼜は顎⼝腔機能診断料の施設基準がない医療機関）

⻭科矯正の適応となる咬合異常や顎変形症が疑われる患者に対して、⻭列・
咬合状態や顎⾻の形態等の分析や診断を⾏い、診断結果を⽂書により提供。

年度に1回に限り算定

歯科矯正相談料算定日において、歯科疾患が発見された場合には
治療算定が可能です

POINT!!
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付録 ⽇⻭E－システムで受講可能な項⽬（動画）⼀覧

⻭初診

⼝
管
強

外安全

⻭援診

オンライン
診療

視聴は簡単なので、是非一度ご覧ください！


